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33  2010年  9月 20日 ムダなダムをストップさせる場木の会

【ムダなダム裁判今後の日程】

☆対県知事03ダム訴餞・第24ロ

9月 30日 (木)10:00～ 11:00

7月 29日 に開かれた弁論準備では、原告側から証拠の申し出 (国交省の流出計

算には水増しがあるという主張)を していた関良基氏と鈴木雅―氏の扱いをどうす

るかが詈議された結果、意見書は採用されたものの、証人彗間は残念ながらどちら

も採用されませんでした。

9月 30日 でいよいよ結書となります。原告弁護団は現在その準備に入つています

5都 県の利水に関する意見書(5都 県の水需給から見てもハッ場ダム、思川開発、

湯西川ダムが不要であるという内容)を 嶋津暉之さんが作成中とのことです。原

告の皆さんはむろんのこと、支援のため大勢で傍聴しましょう。

【東京高裁 822法 廷の報告】

胴 昭 楓 r%′ z場 商爾 崎 ″ 4僣 断コ拗
8月 5日 (火)対 宇都宮市長 ・湯西川ダム訴訟 ・控訴審判決

以下は弁餞団口大木―俊弁餞士による『菫訴書劇決に目する報告』です
ダム訴訟の関係者の皆様
今日1時 10分 に822号 法廷で、宇都宮市相手の湯西川ダム利水訴訟の控訴審判決が

ありました。

控訴棄却でした。

ダム使用権設定申請を取下げるかどうかの判断については、 「広範か」はともかく行取

に裁量が認められるとするだけで、弁護団が控訴書で最も力を入れた、「右肩上がりの時代

が終わつて、水需要の減少が確実となり、財政的にも厳しくなる状況下での、行政裁量はど

うあるべきか」については正面から答えませんでした。 (次 ページヘ続く)
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八ッ場訴訟の控訴審においては、この点を明確に判断させるよう、意識して法廷活動をす

る必要があると感じました。

また、水需要予測の問題点に関する判断では、宇都宮市の水需要実績については、 「ほぼ

控訴人らの主張するような事実を認めることができる」とする一方で、前年よりも多い年が

あることを取り上げて、 「必ずしも減少傾向にあるとは言えない」とか、 「減少傾向が続<

かどうかについては、少なくとも宇都宮市の場合には、なお慎重な検討を要するものとみら

れ、減少傾向にあることを前提としなければならないとまでいいがたい。」と屁理屈を述べ

ています。

ちなみに、判決が指摘する増〕0した年の中には、上河内町との合併で給水人□が増加した

年も含まれています (それても、2008年 には合併前の一日平均給水量給水量は減少して

ぃ こに マr) 。

また、生活原単位を求める際の重回帰式で、1992年 以降は家計収支との相関は認め

られなくなっていることを具体的に論証し、それは水使用動向が変わつたからであると主張

したのに対しては、相関が弱まる傾向にあるが、図表全体の傾向としては、明らかに相関関

係が認められなくなつたとまではいえないとして、こじつけの判断をしています。

初めに結論ありきで、それにこしつけの理由付けをしていった判決だとの印象を強くし

ました。

判決文は嶋津さんに送りましたので、直にホームページにアップされると思います。

以上とりあえずの報告をします。

判決文は 八ッ場ダム市民連絡会のHP http://― .yamba.jpn.org/をご覧下さい
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有識者会籠勝本当に見直しかで老るのか

民主党政権に変わって 1年 。前原国土交通大臣の 「全国のダム事業を見直す」発言は関係者に

強烈なインノiクトを与えるものだつた。利根りllの治水には役立たず、ダムに水が貯まらず、下流域

に水需要もない、その上環境に大きな影響を与える南摩ダムはムダだから ストップさせよう、と頑

張ってきた広田さんはじめムダなダムをス トップさせる栃木の会のメンパーたちは、前原発言に大

きな期待を抱いたものだつた。全国のムダなダム建設計画の中でも南摩ダムのムダさは際立ってい

たから、正当に見直しされたら当然中止になるだろうと誰もが感した。

ところが、ダム反対を唱えるメンパーは 1人 も入つていない有識者会議が設置され ・・、会議は

非
/AN開のうえ 1年 かけて見直し基準を決め 。・、見直しは事業主体が自ら行う 。・、「2009年 度

内に新たな段階には入らない」と言いながら予算がすでに付いていたものはどんどん工事を進め

る ・・、という実態が次々明らかになってきた。ハッ場ダムでは本体工事には替手しないと繰り返

し言いながら、周辺工事はどんどん進められ、予算の7割 がすでに使われている。

南摩ダムも同様で、本体工事のめとが立たない一方で、現在も県道付け替え工事がどんどん進み、

税金が注ぎ込まれている (県道建設費の負担割合は水機構が 8割 、県が 2割 )。ダムが中止になつ



た場合には必要のな<な る道E6なのに。ダム湖の上方の山ひだを縫って建設工事が続く新県道。わ

ずか4、 5キ ロほどの距離の間に8本 の橋梁と4つ の トンネルがあり、橋と トンネルの総延長距離

の方がそれ以外の道路延長より長いという 「金食い虫」道路が、山奥の人日に付かない場所で薔々

と建設されている。鹿沼市議会でも質問が出ている瓜 市長はノラリクラリで、「ダムが中止になっ

ても利便性があるから」だそうだが、果たしてそのような利便性があるのか疑間だ。

湯西川ダムの場合は駆け込みで本体工事に薔手して しまい、見直 しどころか工事の促進に手を貸

した。5月 に観察会を行つた 「葉隠れの滝」周辺の森林はすでに伐採され、湯西川の清流があって

こその 「秘境 ・潟西川温泉」なのに、ダムのおかげで潟西川温泉の秘境性は失われてしまった。

有講者会議に本当の意味での見直しをさせ、ムダなダムを実質的にス トップさせるためには、ど

うしたらよいのか。手詰まり餞があるのみ。

国交大臣が前原氏から馬渕氏に交代し、ダム行政は前進するのか、後退するのかさらに不透明とな

り、混迷はさらに深まつた。 (葛谷 理子 。会員)

今回開通したバイパス道路は南摩ダムのダムサイ ト

から下流約 2. 5km～ 5kmの 区間で、南摩り:|に

沿つた県道。

水没地域から西沢地区に移転した住民は20世 帯位

あるという。
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『ダムが日を=ぼ す』
著者 :  今本博健 十 「週間 SPA!Jダ ム取材班

出版社 :(株 )扶桑社    _

価格 :  1470円 (税込み)

発行年月 日 : 2010年 8月 18日

内容 :第 1章  日本にもうダムは要らない

第 2章  “世界最悪のダム “北海道 ・二風谷ダム

舞
~マ スコミつ靖ロソコ薦た           ~~~~~■ 罪目属なぎ″

~~

第 4章  全国各地の “ムダなダム"を 歩く

第 5章  民主党は “ムダなダム"を 止められるか

第 6章  対談 今こそ `官治"か ら “民治"へ の転換を !(田 中康夫 X今 本博健)

第 7章  狭い日本は “ムダなダム"だ らけ

ヤ7チ ん 麟″a知 けど
恒例の南摩ダム建設予定地での観察会を行います。現地は工事用道路の建設が始まり,周辺の様

子がすつかり変わつてしまいました。でも、「同じ時期に同じ場所の観察を続ける」ことも大切では

ないでしょうか。工事によって破壊された南摩の環境をどのように復元できるのか しっかり考えま

しょう。シンポルツリーのヤマナシも、今年は花の時期の降雪により果実がほとんどついていない

ようです。豚汁を作る場所もなく、座る場所もない 。。というわけで、残念ながら今回は豚汁のサ

ービスはやめます。仮設 トイ レも置くところがないので今回はありませんが、観察会は行います。

集合日時 :,0■ 23日 0 0時  室瀬バス停付近

持ち物 : 昼食、飲み物、観察用具適宜

参加費 :無料

共催 :ムグなダムをストップさせる栃木の会 ・脚 Il開発事業を考える流域の会 ・

日本野鳥の会栃木県支部 ・水環境条例制定ネットワーク

ムダなダム訴騰提曰6周 年報告集会

12月 5日 (日)(予 定)

人ッ場ダム住民訴訟は栃木県 (3ダム訴訟)を 除

く1都 4県 で地裁判決が出ており、残念ながらす
べて敗訴でした。それぞれ東京高裁へ控訴し、審

理がはじまっています。

ムダなダムをストップさせる栃本の会

事務局 :小山市城東2-10-22

TEL :0285-23-8505

FAX:028)22-5a18

年会費 :3,000円

郵便振替口座 :CX114卜1-"“
"

現在のダム問題

の真実を語 る本だ

と思います


